
 

第３回　阪南市立公民館指定管理者選定委員会 要旨録 

 
日 時

令和７年７月１日（火） 

９時００分～１１時４０分

 
場 所 阪南市役所３階全員協議会室

 

出　 　席　 　者

 

委員長　　楠部　 徹 

副委員長　野村　正昭 

委員　　　出口　尚暢 

委員　　　松永　佳代 

委員　　　織田　勝也 

委員　　　池田　悦子 

委員　　　松下　芳伸 

委員　　　向井　説行 

 

事　 　務　 　局

 

副理事兼生涯学習推進室長　木村　浩之 

生涯学習推進室長代理　秋山　秀子 

生涯学習推進室主幹　中川　准樹 

中央公民館総括主事　工藤　眞樹 



 

―　開会　― 

会議の要旨 

（事務局） 
－指定管理者決定までの間の守秘義務、指定管理者決定後における選定委員名簿

及び議事録の概要にかかる公開について説明－ 
 
－出席状況と会議の成立報告－ 
 
－資料確認－ 
 

 
◆案件１．阪南市立公民館指定管理者の選定について 

（委員長） 

　　案件１について事務局の説明を求める。 

 

（事務局） 
５月２７日から６月１２日までの間、指定管理者の応募受付を行った結果、

延べ２団体から３公民館にそれぞれ１つずつ応募があった。 

　　これらの応募状況を踏まえ、本日の進行は、資料１の「第３回・第４回阪南

市立公民館指定管理者選定委員会進行表」のとおり進行する。 

　　提案説明の順番は、受付順で行うこととする。 

時間配分は、募集要項に記載のとおり、申請者①については、複数の公民館

の応募となることから提案説明は３０分、質疑・応答は２０分程度とする。 

申請者②については、提案説明は２０分、質疑・応答は２０分程度とする。 

事務局にて時間を計測し、終了１分前には口頭にてその旨、お知らせし、終

了時にはベルにて合図する。 

　　申請者①の提案が終了したら、事業者を入れ替え、申請者②の提案説明と

し、２団体からの提案説明が終了後、若干、委員間での意見交換をしていただ

いた後、各委員による採点を行っていただき、その集計がまとまり次第、第４

回選定委員会を開催する。 

　 
（委員長） 

　　事務局からの説明について、質問や意見はないか。 
 
（全委員） 
　　意見、質問等なし。 
 
 
 



◆案件２．その他 

（委員長） 
　　案件２「その他」として、事務局や各委員から何かあるか。 
 
（全委員） 
　　質問、意見等なし。 
 
（委員長） 

各委員から質問や意見がないようなので、この後、提案説明会を開催する。 
提案説明会は、事務局にて進行をお願いする。 

 
（事務局） 

それではこれより提案説明会に入る。 
申請者①の入室を許可し、進行する。 
 
 

―　【提案説明会①】　― 

 

申請者①による提案説明　９時２０分～９時５０分 

申請者①への質疑応答　　９時５０分～１０時３０分 

 

 

（委員長） 
  只今、申請者①から質疑応答を受けたが、当該申請者に対する質疑の時間が大

幅に不足していた。これから５年間の指定管理者候補者を決めるのにあたり、非

常に重要な場であることから、教育委員会が定める指定管理者選定委員会条例及

び選定委員会設置要綱に基づき、改めて委員会を招集する必要があると判断する

が、本件について、各委員から質問や意見はないか。 
 
（全委員） 
　意見、質問等なし。 

 

（事務局） 
　　阪南市立公民館指定管理者選定委員会設置要綱第３条「委員長は、必要と認め

るときは、委員会の議事に関係のある者に出席を求め、その意見又は説明を聴く

ことができる。」に基づき、東鳥取公民館及び西鳥取公民館の申請者に再度出席

を求め、説明を求めることとする。 
　　また、阪南市教育委員会指定管理者選定委員会条例第５条第１項「委員会の会

議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。」に基づき、日程を調整のう

え、改めて第５回阪南市立公民館指定管理者選定委員会を開催する。 



―　日程調整　― 

 
次回の選定委員会は、令和７年８月１日（金）とする。 
次回の提案説明会を円滑に進行するため、可能な範囲であらかじめ質疑をまと

め、申請者に提供のうえ、次回、質疑応答を求めることとする。 
　　それでは引き続き、申請者②からの提案説明会を行う。 

　　申請者②の入室を許可し、進行する。 

 

 

―　【提案説明会②】　― 

 

申請者②による提案説明　１０時５０分～１１時１０分 
申請者②への質疑応答　　１１時１０分～１１時３０分 

 

 

（事務局） 
　申請者②に対する質疑応答については、予定していた時間内に終了したことか

ら、次回は、申請者①に対する質疑の時間を設け、評価表の記入、集計の後、指

定管理者候補者を決定していきたい。 
 

（委員長） 
　　只今の事務局からの説明に対して、各委員から質問、意見等はあるか。 
 
（全委員） 
　　質問、意見等なし。 
 
（委員長） 
　　次回の選定委員会は令和７年８月１日（金）とし、申請者①への質疑に対する

回答を踏まえて、各委員にて評価を行い、第５回選定委員会にて候補者の決定を

することとする。 
事務局から説明があったとおり、事前に質問事項を提出する場合は事務局宛て

に提出していただきたい。 
以上で第３回選定委員会を閉会する。 

 

―　閉会　―


